
スマイルリハ訪問看護ステーション 

訪問看護 重要事項説明書 

（事業者概要） 

事業者 株式会社スマイルケアブリッジ 

代表者 代表取締役 菊池 海希斗 

所 在 地 千葉県松戸市常盤平柳町 1-11 エノモトビル 2 階 

事業概要 介護保険の訪問看護事業、介護予防訪問看護事業及び医療保険の訪問看護事業、自

由契約による訪問看護事業、また児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の運営 

          

（スマイルリハ訪問看護ステーション松戸 概要） 

指定年月日 平成 23 年 8 月 1 日 

事業所番号 １２６２４９０３０８ 

名 称 スマイルリハ訪問看護ステーション松戸 

所 在 地 270-2265 松戸市常盤平陣屋前 7-3 秋谷ﾋﾞﾙ 102 

所長 松井 徹也（理学療法士） 

管理者 櫻井 雅代（看護師） 

電 話 番 号 ０４７－７１０－７９８８ 

ＦＡＸ 番号 ０４７－７１０－７９９０ 

 

（スマイルリハ訪問看護ステーション船橋 概要） 

指定年月日 平成 28 年 8 月 1 日 

事業所番号 １２６２８９０４８１ 

名 称 スマイルリハ訪問看護ステーション船橋 

所 在 地 〒273-0002 船橋市東船橋 1-35-17 

所長 小田嶋 寛之（理学療法士） 

管理者 金井 茉央（看護師） 

電 話 番 号 ０４７－４０９－２５１７ 

ＦＡＸ 番号 ０４７－４０９－２５１９ 

 

（スマイルリハ訪問看護船橋支所 概要） 

名 称 スマイルリハ訪問看護船橋支所 

所 在 地 274-0071 船橋市習志野 5-10-5 広瀬ハイツ 102 号 

電 話 番 号 ０４７－４０９－８０８４ 

ＦＡＸ 番号 ０４７－４０９－８０９４ 

 

（当事業所の職員体制） 

職種 資格 人数 

所長 看護師等 1 名 

管理者 看護師又は保健師 1 名 

看護師 看護師 常勤換算 2.5 人以上 



療法士 理学療法士 実情に応じた適当数 

療法士 作業療法士 実情に応じた適当数 

事務員  実情に応じた適当数 

 

（営業時間） 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

営業しない日 日曜、祝祭日 12 月 29 日～1 月 3 日 

 

（営業地域） 

スマイルリハ訪問看護ステーション松戸の営業地域 松戸市 

スマイルリハ訪問看護ステーション船橋の営業地域 船橋市 

スマイルリハ訪問看護船橋支所の営業地域 船橋市・習志野市 

その他、近隣地域にも対応しております。 

 

（事業の目的と運営方針） 

事業の目的 

主治の医師が訪問看護の必要と認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的としま

す。 

 

事業の方針 

スマイルリハ訪問看護ステーション船橋（以下、事業所という。）の看護師その他の従事者は、利用者

の特性を踏まえて、住み慣れた地域において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むこと

ができるよう、適切な訪問看護、リハビリテーション技術を提供し、常に計画的な目標を定め、評価

を繰り返し、サービスの向上に努めます。 

事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療福祉期間との密接な

連携を図り、包括的、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

 

（サービス内容、及び訪問看護指示） 

サービス内容 

 ①病状の観察・評価、及び主治医への報告、血圧・脈拍・体温等の日々の体調チェック 

 ②高齢者・脳卒中・呼吸・神経難病・小児等の専門的なリハビリテーション 

 ③日常生活の援助・ご相談、看護師による入浴・洗髪・食事・清拭・排泄・移動等の生活援助、介護

についてのご相談 

 ④医療処置（医師の指示による傷の手当てやカテーテル等の管理） 

 ⑤生活環境のご相談 家屋環境調査（改修）の検討・福祉用具等のご相談 

 ⑥その他 

※ 標準的なサービスは 30 分～1 時間 30 分未満（リハビリテーションは 60 分）ですが、主治医の指

示内容により、サービス提供時間が変わることがあります 

 

訪問看護（理学療法士等による訪問含む）の指示 

 訪問看護提供にあたっての指示は主治医によるもので、その内容については書面（訪問看護指示書）

で指示されます。そのため、ご利用者には、以下にあげる内容についてご理解・ご協力頂きます。 

 【ご利用者に行ってもらうこと】 



① 定期的に、主治医の診察を受ける。 

② 新規、又は継続の際の訪問看護指示書作成に関して、受診時に主治医に依頼する。 

※ 訪問看護指示書作成に係る病院での書類作成料の窓口負担分は、ご利用者負担となります。 

 

（定期的な看護師による訪問の実施） 

 主に理学療法士等が訪問し、リハビリテーションを行う場合であっても、初回訪問時及び必要に応じ

３か月に 1 回程度の看護職員の訪問が義務付けられています。看護職員はご利用者の状況・状態を適切

に評価し、理学療法士等と情報を共有し、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を連携して作成します。

理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心とした

ものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問になります。 

（利用料金） 

基本利用料として健康保険法または老人保健法及び介護保険法に規定する厚生労働省が定める額の支

払いを利用者から受けるものとします。 

 利用者は、下記の【料金詳細】に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料及び、サービスを提

供する上で別途必要になった費用を支払います。 

 

【料金詳細（松戸 5 級地：10.7 円、船橋 4 級地：10.84 円）】 

１．) 介護保険による基本利用料金と負担金：自己負担 1 割～3 割負担 

【 ①介護保険：基本料金（訪問看護） 】  

看護師による看護・ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

20 分未満 30 分未満 30 分以上 1 時間未満 1 時間以上 1 時間

30 分未満 

自己負担額 314 単位 471 単位 823 単位 1,128 単位 

理学療法士等による 

リハビリテーション 

20 分 

 

40 分 60 分 

自己負担額 294 単位 588 単位 795 単位 

准看護師による場合は、上記料金に 9 割乗じた額 

前年度の理学療法士等による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている場合－8 単位の減算と

なります。 

【 ②介護保険：基本料金（予防訪問看護） 】  

看護師による看護・ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

20 分未満 30 分未満 30 分以上 1 時間未満 1 時間以上 1 時間

30 分未満 

自己負担額 303 単位 451 単位 794 単位 1,090 単位 

理学療法士等による 

リハビリテーション 

20 分 

 

40 分 60 分 

自己負担額 284 単位 568 単位 426 単位 

准看護師による場合は、上記料金に 9 割乗じた額 

前年度の理学療法士等による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている場合－8 単位の減算と

なります。 

利用を開始した日の属する月から起算して、12 月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合更に－

15 単位の減算となります。 

 



【 ③介護保険：時間外の訪問 加算料金 】 

夜間 午後 6 時から午後 10 時 基本料金に 25％乗じた額を加算 

早朝 午前 6 時から午前 8 時 基本料金に 25％乗じた額を加算 

深夜 午後 10 時から午前 6 時 基本料金に 50％乗じた額を加算 

 

【 ④介護保険：その他 加算料金 】※（ ）内は自己負担額 

初回加算（Ⅰ） 

病院、診療所等から退院した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪

問看護を行った場合 

350 単位/月 

 

 

初回加算（Ⅱ） 

病院、診療所等から退院した日の翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合 

300 単位/月 

複数名訪問加算（Ⅰ） 

2 人の看護師等が 1 人の利用者に対し同時に訪問した場合。（利用者やその家

族等の同意のうえ） 

30 分未満 

254 単位 

30 分以上 

402 単位 

複数名訪問加算（Ⅱ） 

看護師と看護補助者が 1 人の利用者に対し同時に訪問した場合。（利用者やそ

の家族等の同意のうえ） 

30 分未満 

201 単位 

30 分以上 

317 単位 

集合住宅におけるサービス提供の場合の減算 

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（②に該当する者を

除く） 

②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が 1 月あたり 50 人以上

の場合 

③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者

の人数が１月あたり 20 人以上の場合) 

①・③10％減算 

②15％減算 

退院時共同指導加算 

病院・診療所など介護保険施設に入院、入所中に主治医と連携して在宅におけ

る必要な提案を行い、文書で提供した場合。 

600 単位 

 

看護、介護職員連携強化加算 

看護職員が介護職員と連携して、吸引、入浴等の指導をおこなった場合。 

250 単位 

サービス提供体制強化加算 

(イ)勤続 7 年以上の者が 30％以上  

 (ロ)勤続 3 年以上の者が 30％以上  

 

 

6 単位 

3 単位 

※実際には月の単位数の合計から計算するため掲載金額との相違が発生いたします。 

 

【 ⑤介護保険：その他の費用 】 

サービス提供時間が 1 時間 30 分を越える場合： 4,000 円／30 分 

訪問看護の提供に関った物品、おむつ代などは実費相当額を徴収いたします。 

ご遺体のケア料：20,000 円 

交通費：無料 



２．) 医療保険による利用料と負担金 

※ 契約書の第１条の 2 に該当する場合は、医療保険制度の法定利用料に基づく料金となります。 

 【 ①医療保険：基本料金 】 

75 歳以上の方 

（後期高齢者医療） 

基本療養費+管理療養費+加算×自己負担額（1～3 割負担） 

一般の方 自己負担 1 割 

現役並みの所得者 自己負担 3 割 
 

70 歳から 74 歳 

までの方 

 

基本療養費+管理療養費+加算×自己負担額（2～3 割負担） 

一般の方 自己負担 2 割 

現役並みの所得者 自己負担 3 割 
 

70 歳未満の方 基本療養費+管理療養費+加算×自己負担額（3 割負担） 

0 歳～小学校就学前の乳幼児 自己負担 2 割 
 

公費など 基本療養費+管理療養費+加算×自己負担額（1～3 割負担） 

以下の公費負担医療においては、自己負担額が全額免除、若しく減額されま

す。 

指定難病医療費助成制度、特定疾患治療研究対象者（難病）、生活保護、

原子爆弾被害者、未熟児療育医療、自立支援医療、子ども医療費助成

対象者、小児慢性特定疾病対象者などの方 
 

※保険証の変更があった際には速やかに担当スタッフにお知らせください。また保険者の変更を伴う保

険証の切替え等がある場合、医療保険の適用期間外のないよう、手続きにご注意ください。 

【 ②医療保険 訪問看護基本療養費Ⅰ 】 

Ⅰ．自宅への訪問の場合 (訪問看護基本療養費Ⅰ) 

 週 3 日まで 週 4 日以降 

看護師 5,550 円／日 6,550 円／日 

理学療法士等 5,550 円／日 5,550 円／日 

准看護師 5,050 円／日 6,050 円／日 

Ⅱ．施設（同一建物居住者）への訪問の場合 （訪問看護基本療養費Ⅱ） 

同一日に 2 人 週 3 日まで 週 4 日以降 

看護師 5,550 円／日 6,550 円／日 

理学療法士等 5,550 円／日 5,550 円／日 

准看護師 5,050 円／日 6,050 円／日 

同一日に 3 人 週 3 日まで 週 4 日以降 

看護師 2,780 円／日 3,280 日／日 

理学療法士等 2,780 円／日 2,780 円／日 

准看護師 2,530 円／日 3,030 円／日 

 

Ⅲ．外泊先での訪問 (訪問看護基本料療養費Ⅲ) 

 週 3 回まで 

看護師、理学療法士等 8,500 円／日 

 

 

 

 



【 ③医療保険 訪問看護管理療養費 】 

 初日 2 日以降 

（イ）機能強化型訪問看護管理療養費１ 12,830 円／月 3,000 円／日 

（ロ）機能強化型訪問看護管理療養費 2 9,800 円／月 3,000 円／日 

（ハ）機能強化型訪問看護管理療養費 3 8,470 円／月 3,000 円／日 

（ニ）（イ）～（ハ）以外の場合 7,440 円／月 3,000 円／日 

 

【 ④医療保険 加算料金 】 

複数名訪問看護加算 

1 人では訪問看護に支障を来たす様な場合に、他のスタッフと同時に訪問し 2 人で

訪問看護を行った場合 

＜対象者＞  

厚生労働大臣が定める者、末期の悪性腫瘍、特別な管理を必要とする方、暴力行為

などで一人では訪問看護が困難な場合 

・看護師等 

同一建物内 

1 人又は 2 人 4,500 円／週 

3 人以上   4,000 円／週 

・准看護師 

1 人又は 2 人 3,800 円／週 

3 人以上   3,400 円／週 

・その他職員(厚生労働大臣が

定める場合を除く） 

同一建物内 

1 人又は 2 人 3,000 円／週 

3 人以上   2,700 円／週 

・その他職員(厚生労働大臣が

定める場合に限る) 

1 日 1 回の場合 

1 人又は 2 人 3,000 円／週 

3 人以上   2,700 円／週 

1 日 2 回の場合 

1 人又は 2 人 6,000 円／週 

3 人以上   5,400 円／週 

1 日 3 回の場合 

1 人又は 2 人 10,000 円／週 

3 人以上   9,000 円／週 

難病等複数回訪問加算 

訪問看護の必要に応じて、1 日 2 回または 3 回以上訪問を実施した場合 

＜対象者＞ 

厚生労働省が定める疾病等の方、若しくは特別訪問看護指示書の交付があった方 

2 回／日 

同一建物内 

1 人又は 2 人 4,500 円／日 

3 人以上   4,000 円／日 

3 回以上／日 

1 人又は 2 人 8,000 円／日 

3 人以上   7,200 円／日 

長時間訪問看護加算 

訪問看護の必要に応じて、1 回に 1 時間 30 分を超える訪問看護を実施した場合 

＜対象者＞  

人工呼吸器使用の方、超重症児・準超重症児。特別訪問看護指示書の交付されている方。 

5,200 円／週 

 



訪問看護情報提供療養費 (要同意) 

利用者の同意を得て利用者を管轄する市町村等や指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援

事業者、保育所、学校等からの求めに対して必要な情報を提供した場合。 

1,500 円／月 

訪問看護ターミナルケア療養費① 

在宅及び特別養護老人ホーム等において、死亡日及び死亡日から１４日以内に 2 回以上のターミ

ナルケアを行った場合。（看取り介護加算を算定している者を除く） 

訪問看護ターミナルケア療養費② 

在宅及び特別養護老人ホーム等において、死亡日及び死亡日から１４日以内に 2 回以上のターミ

ナルケアを行った場合。（看取り介護加算を算定している者に限る） 

死亡月にのみ 

25,000 円 

 

死亡月にのみ 

10,000 円 

 

乳幼児加算 

＜対象者＞  

6 歳未満の幼児、乳幼児 

1,500 円／日 

時間外の訪問 

夜間 18 時～22 時 早朝 6 時～8 時 

2,100 円／回 

時間外の訪問 

深夜 22 時～6 時 

4,200 円／回 

退院時共同指導加算 

入院又は入所中に主治医等と療養上の指導を行った場合、当該退院又は退所につき１回に限り所

定額に 8,000 円を加算する。 

8,000 円 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 

ご利用者宅で係っている医療、介護、福祉関係者が集まり、在宅療養についてカンファレンスを

行った場合。 

2,000 円 

緊急訪問看護加算 

利用者又はその家族等の求めに応じて、主治医の指示に基づき、緊急に指定訪問看護を実施した

場合。 

2,650 円 

退院支援指導加算 

退院当日に訪問看護が必要と認められ、退院日に在宅で療養上の指導を行った場合。 

その指導が長時間の訪問を要するものに対し、長時間にわたり指導を行った場合 

 

6,000 円 

8,400 円 

【 ⑤医療保険 その他の利用料 】 

（１) 長時間の訪問 

1 時間 30 分を超えて訪問する場合は、30 分毎に 4,000 円をご負担いただきます。 

（２) 交通費  

無料  

※当事業所では順路を組んで訪問させて頂いており、そのため事業所からの距離に応じた交通費の算出、

請求をしておりません。 

（３) その他の費用 

・訪問看護の提供に関った物品、おむつ代などは実費相当額を徴収いたします。 

・ご遺体のケア料：20,000 円 

・医療保険、介護保険を利用しない場合は全額を自己負担額として徴収いたします。 

 

 

 



３．) 労災指定訪問看護事業者が行う訪問看護の利用料 

 契約書の第１条の 3 に該当する場合は、医療保険制度の法定利用料に基づき訪問看護に係る費用を

算定し、所轄労働局長へ又は希望のある場合等ご利用者へ自費請求いたします。 

 （利用料の変更） 

①事業者は、介護保険法及び同法に基づく厚生労働大臣の定めその他の制度の変更があった場合には前

記の利用者負担及び利用料の額を、変更する事ができるものとします。 

②事業者は、物価の変動その他やむを得ない事由が生じた場合には前記のその他の費用の額を変更でき

るものとします。 

③ 事業者は、①又は②により利用料等の額を変更する場合においては、利用者に対し、事前に変更

の理由及び内容を説明するものとします。 

 

（キャンセル料） 

利用者からのサービス利用のキャンセルについて、前日の午後5時までにご連絡をいただき、利用さ

れるサービスをキャンセル、振り替えることができます。キャンセル料は発生いたしません。 

前日午後 5 時以降のキャンセルについては、利用者に 3,000 円を負担していただきます。 

止むを得ない事情による、当日のキャンセルは、その都度ご相談させていただきます。 

 

（料金の支払い方法） 

 事業者は毎月 15 日頃までに前月分の請求書を郵送又は訪問時手渡し致します。同月末日までにお支

払い下さい。 

お支払い方法は以下の３通りからお選びいただけます。 

① 自動口座振り替え（引き落とし） 

※ 振替日は 26 日、金融機関の休業日の場合はその翌営業日  

※ 引落の際の通帳の表示は「SMBC スマイルリハ」となります。 

② 現金払い 

※ 訪問スタッフに直接お渡しください。料金はつり銭が出ないようご準備下さい。 

③ 金融機関振込み 

※ 弊所指定口座へお振込いただきます。 

 

事業者は、利用者から利用者負担金の支払いを受けたときは、領収証を発行いたします。 

尚、振込の際の手数料はお客様のご負担でお願い致します。 

また領収書は再発行いたしません。大切に保管ください。 

 

 

 

（苦情に対する申し立て） 

サービス内容について、不満や苦情がある場合には、些細なことでも構いませんので、次の窓口まで

お申し付け下さい。 

①スマイルリハ訪問看護ステーション松戸のご利用者様相談・苦情窓口 

担当者 契約時お伝えいたします。 

電話 047－409－2517 

受付日 営業日（日曜、祝祭日、12 月 29 日～1 月 3 日以外） 

受付時間 午前 9 時～午後 5 時 



②スマイルリハ訪問看護ステーション船橋のご利用者様相談・苦情窓口 

担当者 契約時お伝えいたします。 

電話 047－409－2517 

受付日 営業日（日曜、祝祭日、12 月 29 日～1 月 3 日以外） 

受付時間 午前 9 時～午後 5 時 

③スマイルリハ訪問看護船橋支所のご利用者様相談・苦情窓口 

担当者 契約時お伝えいたします。 

電話 047－409－8084 

受付日 営業日（日曜、祝祭日、12 月 29 日～1 月 3 日以外） 

受付時間 午前 9 時～午後 5 時 

④その他 

当ステーション以外にも、お住まいの市町村、国民健康保険団体連合会（介護保険利用の方）の相談・

窓口等に苦情を伝えることができます。 

松戸市役所 健康福祉本部 社会福祉担当部 介護支援課 047-366-7370 

船橋市介護保険課 047-436-2304 

習志野市保健福祉部介護保険課 047-451-1151 

鎌ヶ谷市高齢者支援課 047-445-1141 

市川市介護保険課事業推進担当 047-704-0282 

千葉県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情処理係 047-254-7428 

 

（訪問時間の変更、振替） 

サービス提供にあたり、積雪、交通渋滞などの事情により決まった訪問時間に間に合わない場合や、訪

問日を別の日に振り返ることがあります。 

また、事前にご登録いただいたご利用者ご家族、居宅介護支援事業所へ連絡いたします。 

（緊急時の対応方法） 

サービス提供にあたり、事故、体調の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行い、

主治医の指示を受けて速やかに必要な対応をいたします。また、ご登録いただいたご家族、居宅介護

支援事業所へ連絡いたします。 

緊急時にご連絡先 

主治医 氏名  

施設名  

電話  

家族 氏名  

電話  

住所  

その他 氏名  

電話  

住所  

 


